
（
法
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
八
条
の
二

法
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期

間
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
八
条
の
三

法
第
三
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
訪
問
に
よ
る
必
要
な

情
報
の
提
供
及
び
助
言
、
地
域
社
会
と
の
交
流
の
促
進
、
住
居
の
確
保
に
関
す
る
援
助
、
生
活
困
窮
者
自
立
相

談
支
援
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
支
援
と
す

る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
低
賃
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

最
低
賃
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
換
算
）

（
法
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
換
算
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
所
定
労
働
時
間
数
（
日
に
よ
つ
て
所
定
労
働
時
間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、

一
週
間
に
お
け
る
一
日
平
均
所
定
労
働
時
間
数
）」と
あ
り
、
同
項
第
二
号
中
「
所
定
労
働
時
間
数
（
週
に
よ
つ

て
所
定
労
働
時
間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
四
週
間
に
お
け
る
一
週
平
均
所
定
労
働
時
間
数
）」と
あ
り
、
及
び

同
項
第
三
号
中
「
所
定
労
働
時
間
数
（
月
に
よ
つ
て
所
定
労
働
時
間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
一
年
間
に
お
け

る
一
月
平
均
所
定
労
働
時
間
数
）」と
あ
る
の
は
、「
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

健
康
管
理
時
間
」
と
す
る
。

（
新
設
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
社
会
保
険
労
務
士
等
」
と
い
う
。）が
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。）第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
許
可
申
請
書
の
提
出
に
関
す
る

手
続
を
使
用
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
等
が
当
該
使
用
者
の
職
務
を
代
行
す
る

契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
（
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条

第
五
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。）を
送
信
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に

係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省

令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
手
続
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成 年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
七
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
最
低
賃
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠


